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生前贈与の相続税加算期間が3年から7年へ延長 

暦年贈与とも呼ばれ、年間110万円までの贈与を非課税で受け取ることができる一般贈与は、 

相続発生時には、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に含まれることとなっております。 

これまでは対象期間が３年以内でしたが、令和６年１月１日以後の贈与は、最大７年以内に延長されます。 

 もし贈与を予定されている方は、令和５年中に贈与をされた方が有利になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡ください。 
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最大７年以内の贈与が相続財産に含まれる。 

亡くなる３年以内の贈与のため、相続財産に含まれる。 

＜令和５年１２月３１日まで＞ 

 

        

 

 

 

 

＜令和６年１月１日以後＞ 

 

 

 

 

各年の贈与 

 

 

 

 

 

 

各年の贈与 
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